
 教育委員会所管施設のうち、あらかじめ指定する理由  ◆岐阜市体育ルーム      

＜非公募理由＞ 

◆複合施設等で、公募しない他の施設と一体的管理をすることが合理的な施設 

 （岐阜市指定管理者制度基本方針「公募・非公募の考え方(ｱ)(c)」） 

 

【具体的理由】 

 岐阜市体育ルームは、平成 14 年に複合施設として整備されたハートフルスクエアーG の

1 階に位置する体育施設です。施設の運営コストの節減、生涯学習と生涯スポーツの拠点施

設を一体的管理することによる相乗効果、防災拠点施設としての位置づけなどの観点から、

ハートフルスクエアーG の中核施設である、岐阜市／生涯学習／女性／センターと一体的管

理運営をすることが合理的であるため、指定管理者として岐阜市／生涯学習／女性／セン

ターを管理運営する指定管理者をあらかじめ指定します。 

 

１ 施設の運営コストの節減 

 ⇒ 施設の共同利用や維持管理、サービスの一体的実施が可能 

 【一体的管理を行わないデメリット】 

・按分等により事務作業が複雑化し、効率性・効果性の低下が懸念される。 

・JR 高架下という民間が所有施設を使用している特殊性から、施設の改造などが困難（子メータの設置

等が難しい）であり、光熱水費のコスト縮減が成されないことが懸念される。 

 

2  生涯学習と生涯スポーツの拠点施設を一体的管理することによる相乗効果 

⇒ 相乗効果を通じて市民サービスの向上、利用率の向上が期待される。 

 

3 防災拠点施設としての位置づけ 

⇒ ハートフルスクエアーG は避難所に指定されており、災害時の指揮命令系統の整理な

ど、防災的な観点からも同一管理者が施設全体を統括的に管理することが適当である。 


